
国際的ビジネス拠点の形成 

農業等の改革による産業競争力の強化 

【注】 は法律に盛り込まれたもの。 
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※ 市町村数は、H11は平成11年3月31日現在、H25は平成26年1月1日現在の市町村数による。（特別区は除く） 

市町村数 

３，２３２ 

市町村数 

１，７１９ 

Ｈ１１ Ｈ２５ 

○ 平均人口 
 36,502人 

○ 平均面積 
 116.7㎢ 
 
○ 議員数 
 60,760人 

○ 職員数 
 1,463,762人 

○ 平均人口 
 68,684人（1.9倍） 

○ 平均面積 
 219.6㎢（1.9倍） 
 
○ 議員数 
 31,312人（▲29,448人．▲48.5%） 

○ 職員数 
 1,196,751人（▲267,011人．▲18.2%） 

（ ）書きは、H11との対比 

市町村合併の進展 
○ 平成11年以来、基礎自治体の行財政基盤確立のため、全国的に市町村合併を推進。これによ

り、市町村の平均人口・面積は1.9倍に拡大し、地方分権の担い手としての前進が見られた。 
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